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�愛媛県告示第１００６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変

更及び同組合の規約の変更を許可した。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

� 事務の変更事項

森林環境税の滞納処分等を追加

� 規約の変更事項

上記の事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

令和６年１１月５日

� 規約の変更年月日

令和６年１１月５日

３ 変更許可年月日

令和６年１１月５日
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�愛媛県告示第１００７号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立５０６９（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

指定理由の消滅

�愛媛県告示第１００５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 資金管理団体でなくなった旨の届出……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８１２

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和６年１２月１日（日）０時
から令和６年１２月３日（火）
２４時の間で任意の時間

任意の場所 任意の場所 県内全域

口述試験及び身体検査
令和６年１２月８日（日） 松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第５６１号 令和６年１１月１５日

令和６年１１月１５日金曜日 第５６１号
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２� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立５０６９（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び四国中央市役

所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１００８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立５０６９（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立５０６９（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び四国中央市役

所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１００９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町柳井川字永野３３２７の２、３３３１の３
２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

再生可能エネルギー発電用施設用地とするため
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�愛媛県告示第１０１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市丹原町寺尾乙３５の２、乙７８の１、乙７９、乙８０の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町寺尾乙３５の２・乙７８の１・乙７９・乙８０の１（以上４

筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１０１１号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定により、

次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１９６号改築工事（今治小松自動車道「今治道路」）並

びにこれに伴う市道及び農業用水路付替工事

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県今治市五十嵐字中新田、字五十嵐鼻、字上ノ山、字山

本、字薮下及び字大株並びに玉川町八幡字日坂地内

� 使用の手続が開始される土地

愛媛県今治市五十嵐字中新田、字五十嵐鼻、字上ノ山、字山

本、字薮下及び字大株地内

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県今治市役所

�愛媛県告示第１０１２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由、呼吸器機能障害 内 科 公立学校共済組合四
国中央病院 矢 葺 洋 平 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

６年１１月１日
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１０７，２０９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，１４５

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３８，４０２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１０１３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１４号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和６年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
肝臓機能障害

内 科 有津むらかみクリニ
ック 村 上 慎一郎 今治市伯方町有津甲２３３１番地 令和

６年１１月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

福 本 健 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 医 療 法 人 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３番１号 令和６年

９月３０日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、呼吸器機能障害 内 科 公立学校共済組合四
国中央病院 米 田 浩 人 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

６年１０月３日

肢体不自由、じん臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓
機能障害

外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 山 田 隆 明 西条市朔日市２６９番地１ 令和

６年１０月４日

言語・音声・平衡・そしゃく機
能障害

耳鼻いんこう
科 市 立 宇 和 島 病 院 高 瀬 慎 也 宇和島市御殿町１番１号 令和

６年１０月７日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 鳥 飼 泰 彦 宇和島市御殿町１番１号 令和
６年１０月７日

松山市・上浮穴郡 ４２７，２２３ １３７，８７１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３０，７９６ ４３，５９９

宇和島市・北宇和郡 ７０，１２６ ２３，３７６

八幡浜市・西宇和郡 ３３，５０２ １１，１６８

新 居 浜 市 ９５，２５３ ３１，７５１

西 条 市 ８７，１７４ ２９，０５８

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４６，７５０ １５，５８４

伊 予 市 ３０，０２８ １０，０１０

四 国 中 央 市 ６９，４７６ ２３，１５９

西 予 市 ２９，６３７ ９，８７９

東 温 市 ２７，８２９ ９，２７７

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，５３４ １４，１７８

南 宇 和 郡 １６，８８１ ５，６２７
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

令和６年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

�愛媛県選挙管理委員会告示第８５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和６年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第８６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和６年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

大平まさし後援会 大 平 弘 子 大 平 真里子 伊予郡砥部町拾町３５３番地３ 令和６年１０月１日

浜田和保後援会 濱 田 和 保 濱 田 和 保 越智郡上島町生名６２９ 令和６年１０月４日

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

柳原まさひこと明日の西
条を変える会 柳 原 政 彦 政 治 団 体 の 名 称 柳原まさひこと明日の西条を

変える会
柳原まさひこと明日の西条を
考える会 令和６年９月３０日

おのうえ正�後援会 河 内 紘 一 主たる事務所の所在地 喜多郡内子町内子１９３４番地 喜多郡内子町内子２５４４番地 令和６年１０月５日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

中 野 泰 誠 中 野 た い せ い 後 援 会 令和５年１月２０日

令和６年１１月１５日 発行


